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第１ 優先交渉権者選定基準の位置付け 
真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業（以下「本事業」という。）優

先交渉権者選定基準（以下「本基準」という。）は、大津市（以下「本市」という。）が、本

事業を実施する民間事業者を競争性のある随意契約（公募型プロポーザル方式）により、優

先交渉権者として選定するための方法、評価基準等を示したものであり、募集要項等と一体

のものである。 

なお、本基準において使用している用語の意義は、募集要項等に定めるところによる。 

 

第２ 優先交渉権者の選定方法 

１ 選定方法の概要 

本事業は、本市水道事業において、３浄水場体制への再編に向けた浄水場更新事業である

ととともに運転維持管理を含め、今後の強靭で持続可能な水道システムの構築にとって極め

て重要な事業である。そのため、設計、建設、運転維持管理等の業務が円滑かつ確実に行わ

れる必要がある。 

従って、価格面のみならず提案内容も含めて総合的に評価する必要があることから、PFI

事業実施プロセスに関するガイドラインに示される事業者選定フロー及び民間事業者の募

集、評価・選定にあたっての基本的な考え方を踏まえ、競争性のある随意契約である公募型

プロポーザル方式を採用し、提案を総合的に評価するものとする。 

優先交渉権者の選定は、参加資格要件の充足について審査を行う「参加資格審査」と、技

術対話を踏まえて提出された本事業に関する具体的な提案内容等を審査し、優先交渉権者を

選定する「事業提案審査」の二段階に分けて実施する。なお、その後、本市と優先交渉権者

は募集要項等に基づき事業契約の締結に向けた手続きを行い、優先交渉権者は契約締結によ

り、本事業の事業者として確定する。 

 

２ 選定体制 

本市は、優先交渉権者を選定するにあたり、PFI 法第 11 条に規定する客観的な評価を行う

ために、条例により、学識経験者を含む、大津市浄水施設等整備・運営事業審査委員会（以

下「審査委員会」という。）を設置した。 

本市は、審査委員会における評価を受けて、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 
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第３ 審査の手順 
審査の手順は以下のとおりである。 

 

 

 

  

参加資格審査
参加資格要件の充足を確認

NO
参加資格
なし

本
市

YES

技術対話
意見交換を踏まえ提案概要等を調整

本
市

提案審査
提案書類・プレゼンテーションの審査

採点

要求水準
未達時 失格

審
査
委
員
会

順位の決定
次点交渉権者

その他
本
市

一者

優先交渉権者の選定



 
 

4 
 

第４ 参加資格審査 
参加資格審査では、応募者から提出される参加資格審査に関する提出書類を基に、募集要

項等に示す参加資格要件を充足しているかどうかについて、審査を行う。審査は本市が実施

するものとし、参加資格要件を充足していない場合は失格とする。 

なお、参加資格審査における確認内容は表１のとおりとする。 

 

表１ 参加資格審査における確認内容 

確認事項 確認内容 提出書類 

応募者の構成等 「募集要項 第３ ２（１）応

募者の構成等」の各項目 

【様式２－１】参加表明書 

【様式２－２】代表企業、コ

ンソーシアム構成員、担当企

業役割分担表 

【様式２－３】委任状（応募

企業の場合は不要） 

応募企業、コンソーシアム構

成員、担当企業に共通の資格

要件 

「募集要項 第３ ２（２）

応募企業、コンソーシアム構

成員、担当企業に共通の資格

要件」の各項目 

応募企業、コンソーシアム構

成員、担当企業の各業務を実

施する者の資格要件 

「募集要項 第３ ２（３）

応募企業、コンソーシアム構

成員、担当企業の各業務を実

施する者の資格要件」の各項

目 

【様式２－４】参加資格確認

申請書 

【様式２－５】設計業務実績 

【様式２－６】建設業務実績 

【様式２－７】維持管理業務

実績 

※提出書類の様式については、真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事

業 提案書類記載要領・様式集において示す。 

※参加資格要件の確認基準日は参加表明書、参加資格確認申請書の提出日とする。 

 なお、優先交渉権者選定までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合には失格とする。 

 

第５ 技術対話 
技術対話では、参加資格審査を通過した応募者に対し、提案概要の確認を目的とした対話

を行う。技術対話の詳細は、参加資格審査を通過した者に連絡する。 

 

第６ 事業提案審査 
評価項目の配点は、別表 1「評価項目、評価の視点、配点及び対象様式」に記載のとおり

である。 

 

１ 技術点（全体方針及び事業実施）の審査 

審査委員会における審査では、提案書を審査するとともに、審査委員会に対するプレゼン

テーション（質疑応答を含む。）による提案内容の確認を行うものとする。なお、提案書の審

査に先立って、要求水準等を達成しているかどうかについて、本市が、提案書の内容確認を

行うことがある。提案書は、真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 提

案書類記載要領に示す「第１ ３提案書に関する提出書類」に基づき作成する。なお、「第１ 

３ ４提案書 添付書類」については、提案書を構成するものであるが、単独での評価対象

となるものではない点に留意すること。 

提案内容の評価については、審査委員会の各委員が別表１に掲げる評価項目に対応する様

式ごとに評価の視点を踏まえ、提案内容について表２に基づき評価、採点を行った上で、各

委員の得点の平均値を提案項目の得点とする。 
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なお、得点の算定は、小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位までを求める。 

 

表２ 内容評価の採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

Ａ 提案内容が非常に優れており、その効果が大いに期待できる 配点×1.0 

Ｂ 提案内容が優れており、その効果が期待できる 配点×0.8 

Ｃ 提案内容が要求水準等を満たしており、その効果が期待できる 配点×0.6 

Ｄ 提案内容が要求水準等を満たしており、その効果がある程度期待できる 配点×0.4 

Ｅ 提案内容が要求水準等を満たしている程度 配点×0.2 

Ｆ 要求水準等未達 失格 

 

各提案項目においては、事業期間中においてその実施の要否につき客観的かつ一義的に判

断できるようにするという目的から、その実施を保証するか否かにつき明確な表現をもって

記載すること（例えば、文脈上別異に解すべき場合を除き、「実施する」「行う」等の表現に

ついては実施を保証する表現と判断し、「目指す」「検討する」等の表現については実施を保

証する表現とは判断しない）。また、一定の条件を満たす場合にのみ実施することを予定す

るものである場合は、その旨を明記すること。 

なお、特段の条件なく実施する施策は、一定の条件を満たす場合にのみ実施することを予

定する施策及び実施を保証しない施策よりも高く評価されることに留意すること。 

 

２ 価格点の審査 

価格評価点は、次の方法により得点化する。 

 価格評価点＝（最も低い提案価格÷各応募者の提案価格）×150 

なお、価格評価点は、小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位までを求める。 

 

３ 優先交渉権者等の選定 

本市は、審査委員会の審査結果を踏まえ、上位２者をそれぞれ優先交渉権者、次点交渉権

者として選定する。 
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第７ 審査結果等の公表 
審査結果等については、各応募者へ個別に通知するほか、結果の概要等（優先交渉権者及

び次点交渉権者の名称等）については本市のホームページにおいて公表する。 
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別表１ 評価項目、評価の視点、配点及び対象様式（450点満点） 

 

項目 具体的な項目 評価の視点 
配

点 
対象様式 

1. 技術評価点 300   

 1-1 事業計画（事業全体）に関する事項 75   

  1-1-1 基本方針 ■本提案のコンセプト 

（本事業実施の確実性、全

体事業スケジュール等） 

■本市水道事業及び本事業の目的等

の理解、特殊性への留意等 

■基本的な取組方針（本事業の安定

性・安全性確保、スケジュールの実

現性・工夫点・工期短縮への取組み

等を含む） 

10 様式 3-1-1 

様式 3-1-2 

  1-1-2 実施体制 ■本事業の実施体制 ■応募企業、コンソーシアム構成

員、担当企業の出資構成、役割分

担、意思決定方法等 

■応募企業等の同種・類似事業の実

績 

■本事業及び各業務の実施体制

（SPC の組織体制、人員構成等）の

明確性、適切性、契約 

■各業務に従事する責任者、監理技

術者等の資格及び実績 

10 様式 3-1-3 

  1-1-3 セルフモニタ

リング 

■本事業全体に関するセル

フモニタリング 

■更新改良業務に関するセ

ルフモニタリング 

■運転維持管理業務に関す

るセルフモニタリング 

■セルフモニタリング実施方法等 

（現状把握及び業務改善の仕組み、

本市が実施するモニタリングとの整

合性等） 

■業務指標の設定、管理目標値など

を活用した定量的なモニタリングと

なっているか 

10 様式 3-1-4 

  1-1-4 リスク管理 ■本事業全体のリスク管理 ■想定されるリスク、顕在化させな

い管理策、事象発生時の対応策 

■任意提案業務に係るリスク管理

（収支計画等） 

■確実な資金調達と妥当な収支計画 

10 様式 3-1-5 

様式 3-1-6 

様式 3-1-7 

様式 3-1-8 

様式 3-1-9 

様式 3-1-10 

  1-1-5 カーボンニュ

ートラル実現に向けた

取組（SDGs を含む） 

■更新改良期間における二

酸化炭素削減を始めとした

環境対策 

■運転維持管理期間におけ

る二酸化炭素削減を始めと

した環境対策 

・電気使用の効率化による

節電方法エネルギー使用量

削減、二酸化炭素排出削減

方法を含む） 

・その他本事業を通じたカ

ーボンニュートラルに資す

る取組 

■更新改良期間における環境面に配

慮した事項について、提案内容とそ

の具体性。 

■運転維持管理期間における環境面

に配慮した事項について、具体的か

つ効果的な提案か。【適切性、実現

性】 

・「電気使用の効率化による節電方

法（エネルギー使用量削減、二酸化

炭素排出削減方法を含む）」につい

て、提案内容の具体性。 

・その他本事業を通じたカーボンニ

ュートラルに資する取組 

10 様式 3-1-11 

様式 3-1-12 
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項目 具体的な項目 評価の視点 
配

点 
対象様式 

  1-1-6 地域への貢献 ■地域貢献度 ■（特に更新改良での）地元企業の

活用について、提案内容とその具体

性。 

■（同様に、）地域経済ないし社会

への貢献について、提案内容とその

具体性。 

20 様式 3-1-13 

  1-1-7 新型コロナウ

イルス感染症等への対

策 

■新型コロナウイルス感染

症等への対策（体制と対

応） 

■新型コロナウイルス感染症等への

対策（体制と対応）について、具体

的かつ効果的な提案か。【適切性】 

5 様式 3-1-14 

 1-2 更新改良に関する事項 90   

  1-2-1 更新改良施設

（全体）の設計（配置

計画・動線計画・耐震

補強・災害対策等） 

■各更新改良施設の全体配

置、動線等 

■各更新改良施設の耐震補

強、災害対策等 

■各更新改良施設（真野浄水場、新

瀬田浄水場、仰木低区配水池、真野

低区配水池）の全体配置、動線等に

ついて、具体的かつ効果的な提案

か。【適切性、実現性】 

■各更新改良施設（真野浄水場、新

瀬田浄水場、仰木低区配水池、真野

低区配水池）の耐震補強、災害対策

等について、具体的かつ効果的な提

案か。【適切性】 

10 様式 3-2-1 

  1-2-2 更新改良施設

（全体）の施工計画 

■各更新改良施設及びそれ

ら全体の施工計画 

■各更新改良施設（真野浄水場、新

瀬田浄水場、仰木低区配水池、真野

低区配水池）及びそれら全体の施工

計画（工程表等）について、具体的

かつ効果的な提案か。 

 【適切性、実現性】 

10 様式 3-2-2 

様式 3-2-3 

  1-2-3 更新改良費用

の抑制に関する事項 

■費用抑制に対する考え方 ■仕様内容の費用計画への反映の適

切性、提案条件その他費用計画の根

拠妥当性。 

■更新改良の費用縮減内容（提案内

容の具体性）。 

15 様式 3-2-4 

様式 3-2-5 

様式 3-2-6 

様式 3-2-7 

  1-2-4 浄水施設の事

前調査・設計 

■浄水処理の確実性（適切

な水質維持） 

■更新改良期間中の既存浄

水施設についての安定的な

運転確保 

■薬品を確実に注入する方

法（薬品注入設備の安全

性） 

■真野低区配水池，仰木低

区配水池送水方法（真野浄

水場送水制御設備） 

■原水水質に対する浄水処理方式の

確実性（適切な浄水水質維持）につ

いて、具体的かつ効果的な提案か。

【適切性】 

■更新改良期間中の既存浄水施設に

ついての安定的な運転確保につい

て、具体的かつ効果的な提案か。

【適切性】 

■薬品を確実に注入する方法（薬品

注入設備の安全性等）について、提

案内容とその具体性。 

■真野浄水場送水方法について、提

案内容とその具体性。 

10 様式 3-2-8 
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項目 具体的な項目 評価の視点 
配

点 
対象様式 

  1-2-5 排水処理施設

の設計 

■排水処理施設の方式、施

設規模、能力（排水処理方

法の確実性等） 

■更新改良期間中の既存排

水処理施設も含む安定的な

運用 

■運転維持管理に配慮した

排水処理施設の設計 

■汚泥の有効利用に対する

容易性、経済性、安定性 

■排水処理施設の方式、施設規模、

能力（排水処理方法の確実性、返送

水の安全性確保等）について、具体

的かつ効果的な提案か。【適切性、

実現性】 

■更新改良期間中の既存排水処理施

設も含む安定的な運用（水理計算、

水収支）について、具体的かつ効果

的な提案か。【適切性】 

■運転維持管理に配慮した排水処理

施設の設計か。 

■汚泥の有効利用に対する容易性、

経済性、安定性について、提案内容

とその具体性。 

10 様式 3-2-9 

  1-2-6 設備全般（の

整備に関する事項） 

■電気計装、機械設備の性

能と操作性 

■監視制御設備の役割明確

化及び操作内容 

■設備停止リスクの低減策 

■電気計装、機械設備の性能と操作

性について、提案内容とその具体

性。 

■監視制御設備の役割明確化及び操

作内容について、提案内容とその具

体性。 

■設備停止リスクの低減策につい

て、具体的かつ効果的な提案か。 

【適切性、実現性】 

10 様式 3-2-10 

  1-2-7 品質管理計画 ■施設に対する各工事にお

ける整備の品質確保 

■各工事（土木・機械・電気等）に

おける整備の品質確保（品質管理計

画、工程管理等）について、具体的

かつ効果的な提案か。【適切性】 

10 様式 3-2-11 

  1-2-8  運転維持管理

に資する更新改良 

■運転維持管理に配慮した

更新改良 

■運転維持管理に配慮した更新改良

となっているか（提案内容とその具

体性）。 

15 様式 3-2-12 

 1-3 運転維持管理に関する事項 65   

  1-3-1 運転維持管理

の実施体制・計画 

■運転維持管理業務の実施

体制、実績、資格者の配置 

■業務を確実かつ円滑に実施するた

め体制が提案されているか。【適切

性、実現性】 

■責任者や資格者は適切に配置され

ているか。 

■指揮命令系統は明確で迅速に機能

するか。 

5 様式 3-3-1 

様式 3-3-2 

様式 3-3-3 

様式 3-3-4 

  1-3-2 更新改良施設

の運転管理 

■更新改良施設の浄水処

理、薬品設備、排水処理の

各工程の運転、管理体制、

監視方法（浄水施設、薬品

注入設備、排水処理施設等

の運転管理等） 

■保安巡視業務 

■更新改良施設についての水運用計

画（取水及び送水）や原水水質の変

動を考慮した浄水処理、薬品設備、

排水処理の各工程の運転、管理体

制、監視方法（浄水施設、薬品注入

設備、排水処理施設等の運転管理

等）について、具体的かつ効果的な

提案か。 

 【適切性、実現性】 

10 様式 3-3-5 
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項目 具体的な項目 評価の視点 
配

点 
対象様式 

  1-3-3 既存施設の運

転管理 

■既存施設の浄水処理、薬

品設備、排水処理の各工程

の運転、管理体制、監視方

法（浄水施設、薬品注入設

備、排水処理施設、加圧施

設等の運転管理等） 

■既存の委託業者からの引

継ぎ 

■既存施設についての水運用計画

（取水及び送水）や原水水質の変動

を考慮した浄水処理、薬品設備、排

水処理の各工程の運転、管理体制、

監視方法（浄水施設、薬品注入設

備、排水処理施設、加圧施設等の運

転管理等）について、具体的かつ効

果的な提案か。【適切性】 

■既存の委託事業者からの引継ぎに

ついて、具体的かつ効果的な提案

か。【適切性】 

5 様式 3-3-6 

  1-3-4 水質管理 ■浄水処理工程管理、法定

外検査、水質検査計画、水

安全計画作成支援 

■水質管理計画（浄水水質

の安全性・安定性確保） 

■浄水処理工程管理（水源から浄水

工程の水質管理）、法定外検査、水

質検査計画、水安全計画作成支援に

ついて、具体的かつ効果的な提案

か。【適切性】 

■水質管理計画（浄水水質の安全

性・安定性確保）について、提案内

容の具体性。 

10 様式 3-3-7 

  1-3-5 更新改良施設

の保全管理 

■更新改良施設の点検管理

と修繕、保全管理全般 

■更新改良対象設備の点検管理と修

繕、保全管理全般について、具体的

かつ効果的な提案で⾧寿命化が見込

めるか。【適切性、実現性】 

10 様式 3-3-8 

  1-3-6 既存施設の保

全管理 

■既存施設の点検管理と修

繕、保全管理全般 

■本市との調整、役割分

担、協力体制 

■既存施設の点検管理と修繕、保全

管理全般について、具体的かつ効果

的な提案で⾧寿命化が見込めるか。

【適切性、実現性】 

■上記における、本市との調整、役

割分担、協力体制について、具体的

かつ効果的な提案で設備の健全性の

保持が見込めるか【適切性、即応

性】 

5 様式 3-3-9 

  1-3-7 施設の計画補

修・修繕及び施設清掃 

■計画補修・修繕及び施設

清掃業務実施の方法、作業

の留意点等 

■更新改良施設の補修修繕の実施方

法が効果的効率的か、費用が適切に

見込まれているか 

■既存施設の実施方法および留意点

が適切か 

■施設の清掃方法、頻度、計画が適

切か 

10 様式 3-3-10 

様式 3-3-11 

様式 3-3-12 

  1-3-8 故障等発生時

の対応 

■（更新改良対象となる設

備の）故障等発生時におけ

る対応・体制 

■故障等発生時における対応・体制

について、具体的かつ効果的な提案

か。【適切性】 

5 様式 3-3-13 
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項目 具体的な項目 評価の視点 
配

点 
対象様式 

  1-3-9 物品調達及び

その他技術業務に関す

る事項 

■見学者対応 

■薬品等各種調達管理 

■防犯、外注管理等  

■見学者対応について、具体的かつ

効果的な提案か。【適切性】 

■薬品等の適切な管理、非常時を見

越した調達先の選定等について、具

体的かつ効果的な提案か。【適切

性、実現性】 

■防犯、外注管理について、具体的

かつ効果的な提案か。【適切性】 

5 様式 3-3-14 

 1-4 VFM の最大化に関する事項 20   

  1-4-1 VFM の最大化

に資する提案 

■本事業全体での費用抑制

のための創意工夫 

■本事業全体において費用（サービ

ス対価等）を抑制するための創意工

夫について、具体的かつ効果的な提

案か。【適切性、実現性】 

20 様式 3-4-1 

 1-5 水道施設全体に関する事項 30   

  1-5-1 BCP（事業継

続計画）に関する提案 

■災害・事故等の緊急時の

対応、本市との連携、応援

体制等 

■災害・事故等の緊急時の対応、本

市との連携、応援体制等について、

具体的かつ効果的な提案か。【適切

性、実現性】 

15 様式 3-5-1 

  1-5-2 本市水道事業

に有益な提案（課題対

応） 

■先進性・独自性・具体性

のある提案 

■本市水道事業の課題を踏まえた上

で、具体的かつ効果的な提案か。 

 【適切性、実現性】 

15 様式 3-5-2 

 1-6 技術継承に関する事項 20   

  1-6-1 技術継承に関

する提案 

■本市水道事業における技

術継承の仕組み等 

■本市水道事業を支える技術・ノウ

ハウの集約及び継承の仕組みについ

て、具体的かつ効果的な提案か。

【適切性、実現性】 

20 様式 3-6-1 

２．価格評価点 150   

 2-1 費用に関する評価 ■提案価格 ■提案価格を点数化して評価する。 150   

３．総合評価点（１＋２） 450   

 


